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大
髙
議
員

　

職
員
が
勤
務
時
間
中
に
、
職
場

を
離
れ
る
の
は
職
務
専
念
義
務
に

違
反
す
る
行
為
と
思
う
が
、
処
分

や
罰
則
は
。

　

町
長

　

国
の
指
針
等
に
基
づ
き
、
軽
微

な
職
務
専
念
義
務
違
反
に
つ
い
て

は
口
頭
注
意
や
訓
告
と
し
、
軽
微

と
は
い
い
難
い
違
反
に
対
し
て
は
、

懲
戒
処
分
で
あ
る
戒
告
等
と
す
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

※
職
務
専
念
義
務
違
反
…
労
働
者
が
就
業
時
間

中
、
使
用
者
の
指
揮
命
令
下
で
職
務
に
専
念

す
る
義
務
に
反
す
る
行
為
。

問答

『
よ
り
多
く
の
人
に

�

今
後
も
周
知
し
た
い
』

　

大
髙
議
員

　

魅
力
あ
る
返
礼
品
を
つ
く
り
、

ふ
る
さ
と
納
税
の
仕
組
み
や
返
礼

品
が
載
っ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
町

外
の
友
人
等
に
送
る
よ
う
町
民
に

お
願
い
で
き
な
い
か
。

　

町
長

　

ふ
る
さ
と
納
税
の
仕
組
み
な
ど

を
町
民
に
周
知
し
、
友
人
や
知
人

に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
送
付
す
る
こ

と
で
、
よ
り
多
く
の
人
に
ふ
る
さ

と
納
税
の
魅
力
を
伝
え
る
こ
と
が

で
き
る
と
思
う
の
で
、
今
後
も
町

の
広
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ

て
周
知
し
た
い
。

ふ
る
さ
と
納
税
対
策

魅
力
あ
る
返
礼
品
を

町
民
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

送
る
よ
う
に

問答

『
必
要
性
、実
現
可
能
性
を

�

多
角
的
な
視
点
で
検
討
』

　

大
髙
議
員

　

椿
山
温
泉
で
の
事
業
や
、
木
質

バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
で
「
ゆ
と
り
」

を
小
規
模
浴
場
と
し
て
考
え
ら
れ

な
い
か
。

　

町
長

　

ウ
ェ
ス
パ
椿
山
温
泉
は
、
以
前
、

新
た
な
温
泉
施
設
の
整
備
費
や
ラ

ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
等
を
検
討
し
た

と
こ
ろ
、
当
時
（
令
和
５
年
度
当

初
）
で
約
１
億
５
０
０
０
万
円
以

上
、
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
（
人
件

費
除
く
。
）
は
年
間
約
２
４
０
万

円
と
試
算
さ
れ
た
。
ま
た
、
「
ゆ

と
り
」
も
、
廃
止
の
要
因
と
な
っ

た
多
額
の
維
持
経
費
を
入
浴
料
以

外
の
町
予
算
か
ら
持
ち
出
し
て
い

る
状
況
の
改
善
策
と
し
て
、
木
質

バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
の
利
用
を
検
討

し
た
が
、
改
修
又
は
新
築
で
も
、

設
計
監
理
費
等
を
加
え
る
と
お
お

む
ね
４
億
円
の
投
資
が
必
要
と
な

り
、
更
に
、
維
持
管
理
に
も
、
木

温
泉
の
利
活
用

椿
山
温
泉
で
事
業
を

バ
イ
オ
マ
ス
で

�

小
規
模
浴
場

問答

問
答

職務専念義務違反の 
� 処分や罰則は

職員の服務規律

口頭注意、訓告、
　　　　　懲戒処分が想定

大
お お た か

髙　恒
つ ね ぞ う

藏議員
質問者の動画が
視聴できます。

わが町のここが聞きたい
つぶやきつぶやき
町民第一、
　新町長の対応に
　　期待する！
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質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
に
必
要
な
原

料
調
達
に
係
る
コ
ス
ト
に
大
き
な

課
題
が
あ
る
と
指
摘
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
つ
つ
、

ウ
ェ
ス
パ
椿
山
温
泉
の
利
活
用
に

つ
い
て
は
、
エ
リ
ア
内
に
あ
る
他

の
施
設
も
含
め
、
再
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
新
た

な
ハ
ー
ド
整
備
に
は
、
特
に
ラ
ン

ニ
ン
グ
コ
ス
ト
に
留
意
し
、
将
来

世
代
に
負
担
を
強
い
る
こ
と
が
な

い
よ
う
な
意
識
を
持
つ
必
要
が
あ

る
。
そ
の
上
で
、
温
泉
施
設
の
整

備
に
は
、
そ
の
必
要
性
や
実
現
可

能
性
を
多
角
的
な
視
点
か
ら
検
討

し
て
い
く
。

『
不
作
、高
値
、水
揚
低
調

�

補
助
金
の
交
付
処
理
中
』

　

大
髙
議
員

①
令
和
４
年
度
及
び
５
年
度
と
比

較
し
て
今
年
度
の
畑
作
と
漁

業
の
状
況
は
。

②
資
材
等
の
高
騰
に
よ
り
一
次
産

業
も
相
当
厳
し
い
状
況
に
あ

る
。
国
の
支
援
制
度
や
町
独

自
給
付
金
交
付
な
ど
の
考
え

は
。
ま
た
、
漁
業
及
び
農
業

共
済
制
度
の
加
入
状
況
は
。

　

町
長

①
つ
が
る
に
し
き
た
農
協
深
浦
事

業
所
の
１
年
間
（
１
月
か
ら

12
月
ま
で
）
の
集
計
に
よ
る

野
菜
全
体
の
出
荷
数
量
及
び

販
売
金
額
は

・
令
和
４
年　

３
５
１
ト
ン
で
１

億
２
０
０
０
万
円

・
令
和
５
年　

３
２
３
ト
ン
で
１

億
３
６
０
０
万
円

・
令
和
６
年　

３
４
０
ト
ン
で
１

億
４
６
０
０
万
円

　

野
菜
価
格
は
市
況
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
。
令
和
５
年
は
記

一
次
産
業
へ
の
支
援

畑
作
、
漁
業
の
状
況
は

資
材
等
高
騰
、
支
援
は

問答

録
的
猛
暑
に
よ
り
全
国
的
に
不

作
傾
向
だ
っ
た
こ
と
、
令
和
６

年
は
物
価
高
騰
の
影
響
で
全
般

的
に
高
値
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

漁
業
に
お
い
て
は
、
海
面
漁

業
調
査
よ
り
引
用
し
て
、
１
月

か
ら
12
月
ま
で
の
取
り
ま
と
め

で
、
そ
の
漁
獲
数
量
及
び
漁
獲

金
額
は

・
令
和
４
年　

４
７
８
２
ト
ン
で

19
億
７
２
０
０
万
円

・
令
和
５
年　

４
１
６
７
ト
ン
で

19
億
５
２
０
０
万
円

・
令
和
６
年　

４
２
１
８
ト
ン
で

18
億
２
７
０
０
万
円

　

漁
獲
数
量
が
漁
獲
金
額
の
増

減
に
色
濃
く
反
映
さ
れ
、
令
和

６
年
は
ブ
リ
、
マ
グ
ロ
な
ど
の

主
要
魚
種
全
般
が
低
調
だ
っ
た

こ
と
に
加
え
て
、
サ
ケ
、
ハ
タ

ハ
タ
が
過
去
最
低
レ
ベ
ル
の
水

揚
げ
と
な
っ
た
こ
と
で
、
漁
獲

数
量
は
前
年
比
１
・
２
パ
ー
セ

ン
ト
増
と
な
っ
た
一
方
、
漁
獲

金
額
は
６
．
４
パ
ー
セ
ン
ト
の

減
と
な
っ
て
い
る
。

②
１
月
31
日
開
催
の
議
会
臨
時
会

に
お
い
て
、
物
価
高
騰
対
策

に
か
か
る
補
正
予
算
が
可
決

さ
れ
、
農
業
、
林
業
、
畜
産

業
、
水
産
業
に
お
け
る
電
気

料
金
、
燃
料
代
、
配
合
飼
料

価
格
の
高
騰
に
対
す
る
補
助

金
を
交
付
す
る
事
務
を
進
め

て
い
る
。

　

農
業
共
済
の
加
入
状
況
（
令

和
６
年
度
）
は
、
水
稲
共
済
61

人
、
収
入
保
険
10
人
、
営
農
計

画
書
提
出
者
を
基
に
算
出
し
た

割
合
は
お
よ
そ
58
パ
ー
セ
ン
ト
、

野
菜
・
花
き
価
格
安
定
事
業
は
、

主
た
る
野
菜
で
あ
る
ト
マ
ト
と

わが町のここが聞きたい

ネ
ギ
に
お
い
て
、
全
て
の
生
産
者

が
加
入
し
て
い
る
。
ま
た
、
漁
業

共
済
に
つ
い
て
は
、
漁
獲
共
済
の

加
入
率
を
漁
業
種
類
ご
と
に

・
大
型
定
置
網
、
い
か
釣
り
、
は
え

縄
、
沖
合
底
引
き
網
及
び
棒
受

網 

加
入
率
１
０
０
パ
ー
セ
ン
ト

・
底
建
網 

95
・
５
パ
ー
セ
ン
ト

・
小
型
定
置
網 

79
・
４
パ
ー
セ
ン

ト
・
刺
網 

32
・
９
パ
ー
セ
ン
ト

・
磯
回
り 

18
・
９
パ
ー
セ
ン
ト

　

な
お
、
漁
獲
共
済
に
加
入
し
て

い
る
漁
業
者
は
、
よ
り
手
厚
い
補

償
の
「
積
立
ぷ
ら
す
」
に
も
上
乗

せ
加
入
し
て
い
る
の
で
、
多
く
の

漁
業
者
が
収
入
減
少
リ
ス
ク
に
備

え
て
い
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。


